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1111．．．．計画計画計画計画改定改定改定改定のののの背景背景背景背景    

現在、道路に林立する電柱は、良好な都市景観を阻害するだけでなく、歩行者や車いす

利用者の通行を妨げる要因になっています。また、災害時には大規模地震や大型台風など

に起因する電柱の倒壊により、避難、救助活動及び物資輸送等の妨げとなることが予想さ

れ、防災や安全・景観等の観点から無電柱化への意識が高まっています。 

小金井市では 2019（平成 31）年 4 月に「小金井市無電柱化推進計画」を策定し、

2021（令和 3）年度までの 3 年間を計画期間として、無電柱化を検討する路線を抽出

しました。 

その間に、国では 2021（令和 3）年 5 月に新たな「無電柱化推進計画」を策定し、

前計画での成果や課題を踏まえて無電柱化の計画的かつ迅速な推進を図るとしています。 

また東京都では、2019（平成 31）年 3 月に「東京都無電柱化推進計画（改定）」に

より計画期間を延伸、2021（令和 3）年 2 月に「無電柱化加速化戦略」を策定し、無電

柱化の歩みを加速させるため 7 つの戦略を掲げました。さらに 2021（令和 3）年 6 月

に「東京都無電柱化計画（改定）」を策定し、2040 年代に向けた無電柱化の基本的な方

針や目標を定めるとともに、今後５か年で整備する路線を取りまとめました。 

 

2222．計画．計画．計画．計画改定改定改定改定の目的の目的の目的の目的    

本市においては、「小金井市無電柱化推進計画」にて定めた優先的に無電柱化する路線

や無電柱化の推進に関する基本的な考え方等については継承し、国や都が示す新技術や

コスト縮減効果を含め、適切な整備手法を検討した「小金井市無電柱化推進計画（改定）」

（以下、「本計画」という）を策定し、市道の無電柱化を計画的に推進することを目的と

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 電柱倒壊による被害事例 
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（出典：国土交通省 HP） 

2016（平成 28）年 熊本地震（熊本県益城町） 2018（平成 30）年 台風 21 号（大阪府泉南市） 
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3333．．．．計画計画計画計画改定改定改定改定の位置づけの位置づけの位置づけの位置づけ    

本計画は、「無電柱化の推進に関する法律」第８条第２項に規定された「市町村無電柱

化推進計画」に相当するものであり、『第５次小金井市基本構想』、『小金井市都市計画

マスタープラン』、『東京都無電柱化計画（改定）』、『無電柱化加速化戦略』及び『東

京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）』を基本として、今後における

無電柱化の推進に向けた基本的な考え方、整備目標及び取り組むべき施策などを示しま

す。 

なお本計画は、「小金井市地域防災計画」や「小金井市バリアフリーのまちづくり基本

構想」などの計画と関連する、個別計画として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2 小金井市無電柱化推進計画の位置づけ 
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4444．計画期間．計画期間．計画期間．計画期間    

本計画の対象期間は、『小金井市都市計画マスタープラン』の期間を考慮して、２０２２

（令和４）年度から２０３１（令和１３）年度までの１０年間を計画期間とします。 

 

 

 

 

 

図 1.3 小金井市無電柱化推進計画の計画

計画期間：計画期間：計画期間：計画期間：２０２２２０２２２０２２２０２２（（（（令和４令和４令和４令和４））））年度年度年度年度～～～～２０３１２０３１２０３１２０３１（（（（令和１３令和１３令和１３令和１３））））年度年度年度年度の１０年間の１０年間の１０年間の１０年間 
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１．国１．国１．国１．国及び及び及び及び東京都における無電柱化に関する動向東京都における無電柱化に関する動向東京都における無電柱化に関する動向東京都における無電柱化に関する動向 

（１）国の（１）国の（１）国の（１）国の動向動向動向動向    

国は「無電柱化の推進に関する法律」に基づき、2021（令和３）年 5 月に「無電柱

化推進計画」を策定して、2021（令和３）年度から 2025（令和 7）年度までの 5 年

間における基本的な方針、整備目標、講ずべき施策等について公表し、無電柱化を推進

しています。なお、無電柱化推進計画の概要については、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （参考：国土交通省 HP を参考に作成） 

    図 2.1 国の無電柱化推進計画概要 

 

また、地方版無電柱化推進計画に位置付けられている無電柱化事業における無電柱

化を対象とした個別補助制度による重点的な支援を行うとともに、東京都の「無電柱化 

チャレンジ支援事業制度」など都道府県が市区町村を支援する先進的な取組について

情報の横展開を図っています。 
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その他、無電柱化事業のコスト縮減を目的に、低コスト化に関する技術検討が進めら

れ、2016（平成２８）年４月より埋設深さに関する基準や、電力線と通信線の離隔距

離に関する基準が緩和され、埋設管路の浅層化や低コスト手法の導入が推進されてい

ます。 

 

（２）東京都の動向（２）東京都の動向（２）東京都の動向（２）東京都の動向    

東京都は 2021（令和３）年 6 月に策定した「東京都無電柱化計画（改定）」に基

づき、今後 5 年間における無電柱化の基本的な考え方や目標、推進に関する施策につ

いて公表し、無電柱化を推進しています。なお、「東京都無電柱化計画（改定）」の概

要は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （参考：東京都無電柱化計画（改定）を参考に作成） 

 図 2.2 東京都の無電柱化推進計画（改定）概要 

 

「東京都無電柱化計画（改定）」では、区市町村道における無電柱化の推進を目的と

して、『無電柱化チャレンジ支援事業制度』による区市町村への財政支援と技術支援へ

の取り組みが引き続き示されています。 
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２２２２．．．．近年における無電柱化の整備手法近年における無電柱化の整備手法近年における無電柱化の整備手法近年における無電柱化の整備手法    

（１）無電柱化の整備方式（１）無電柱化の整備方式（１）無電柱化の整備方式（１）無電柱化の整備方式    

無電柱化には、大きく分けて『電線類地中化』と『電線類地中化以外』の整備方法が

あり、道路構造や沿道状況に応じた整備方式が選定されています。 

東京都では、電線類地中化の中でも、道路区域内で整備が可能な電線共同溝方式によ

る整備を基本としており、本市でも電線共同溝方式による整備を進めてきました。 

今後も電線共同溝方式による無電柱化を基本としますが、歩道が狭い道路や歩道が

ない道路では、公共用地や民地等を活用する手法等も検討し、無電柱化の推進を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3 無電柱化の整備方式と整備手法 

 

 

無電柱化 電線類地中化 電線共同溝方式

※1

 

電線共同溝方式以外

※2 

自治体管路方式 

単独地中化方式 

要請者負担方式 

電線類地中化以外

※3 

裏配線方式 

軒下配線方式 

その他の整備方式 

（小型ボックス方式，直接埋設方式など） 

※1 電線共同溝方式   …P.７参照 

※2 電線共同溝方式以外 …各方式については用語集参照 

※3 電線類地中化以外  …各方式については用語集参照 

 

■ソフト地中化（柱上機器）含む 
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（（（（２２２２））））小金井市が基本とする小金井市が基本とする小金井市が基本とする小金井市が基本とする整備整備整備整備手法手法手法手法    

「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」により手続きが明確化され、本市では、

国及び東京都の補助制度が設けられている電線共同溝方式による無電柱化を基本とし、

以下のような手法等を採用して、無電柱化を実施します。 

 

① 道路区域内に地上機器を設置する手法 

一般的に歩道幅員が 2.5ｍ以上ある歩道が広い道路で採用され、歩道内に地上機器

を設置する整備方法で、整備事例が最も多い手法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：東京都無電柱化計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5 小金井市内における整備事例（市道第１２号線） 

図 2.4 道路区域内に地上機器を設置する電線共同溝のイメージ 
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② 公共用地や民地等に地上機器を設置する手法 

道路区域内に地上機器を設置することが困難な場合に、道路区域外の公共用地や

民地等を借用もしくは買収により地上機器の設置スペースを確保して、電線共同溝

の整備を行う手法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.6 学校用地を活用した整備事例（江戸川区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.7 公園用地を活用した整備事例（江戸川区） 
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３３３３．区市町村道．区市町村道．区市町村道．区市町村道におけるにおけるにおけるにおける無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化のののの現状現状現状現状    

（１）（１）（１）（１）区市町村道の無電柱化状況区市町村道の無電柱化状況区市町村道の無電柱化状況区市町村道の無電柱化状況    

東京都内の国道及び都道の無電柱化は、1995（平成 7）年に施行された「電線共同

溝の整備等に関する特別措置法」に基づき、1998（平成 10）年から主に広幅員の都

市計画道路の整備にあわせて、電線共同溝方式により整備が進められ、無電柱化率はお

よそ２７％まで達しているとされています。 

一方で、東京都内の約９割の道路延長を占める区市町村道における無電柱化率は、お

よそ２％にとどまっており、国道及び都道に比べて大きく立ち遅れている状況にあり

ます。 

無電柱化が遅れている大きな要因としては、区市町村道の多くが、歩道が狭い又は歩

道が無い道路であることから、電線共同溝方式による整備が難しいことが挙げられま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省 HP） 

  図 2.8 区市町村道における無電柱化の実施状況（2014（平成 26）年度時点） 
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４４４４．．．．小金井市小金井市小金井市小金井市の無電柱化状況の無電柱化状況の無電柱化状況の無電柱化状況と課題と課題と課題と課題    

（１）（１）（１）（１）小金井市小金井市小金井市小金井市における無電柱化の整備実績における無電柱化の整備実績における無電柱化の整備実績における無電柱化の整備実績    

本市では、これまで道路事業や再開発事業等と合わせて、電線共同溝方式による無電

柱化整備を行ってきましたが、市の管理道路延長約 16３.9km に対して、無電柱化整

備延長は約 1.6ｋｍで、無電柱化率としては約 1.0％程度にとどまっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図 2.9 小金井市における無電柱化状況図 

    

        

区 分 管理道路延長 無電柱化道路延長 無電柱化率 

小金井市が管理する道路（市道） 約 16３.9 km 約１.6 ｋｍ 約 1.0 ％ 

（2022（令和 4）年２月末現在） 
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（２）（２）（２）（２）小金井小金井小金井小金井市の無電柱化推進に向けた課題市の無電柱化推進に向けた課題市の無電柱化推進に向けた課題市の無電柱化推進に向けた課題    

東京都の区市町村道の無電柱化率が約２％であり、本市においては現在事業中の道

路が完成すると平均に近づきますが、無電柱化のさらなる推進が必要な状況にありま

す。 

特に市民に身近な生活道路や人通りの多い駅周辺、商店街や通学路など、現道におけ

る無電柱化が進んでいない状況であり、安全や景観の観点から無電柱化を推進してい

く必要があります。 

一方で、現道の多くは歩道が狭い又は歩道が無い道路で、電線共同溝方式による無電

柱化事業を行うことが困難な道路であるため、無電柱化を推進していくためには、整備

に関する課題解決に向けた検討も必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図 2.10 歩道が狭い道路の無電柱化整備イメージ 

     （市道第 136 号線ムサコ通り） 

整備前 

整備後 
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（（（（３３３３））））電線共同溝電線共同溝電線共同溝電線共同溝方式方式方式方式にににによる無電柱化のよる無電柱化のよる無電柱化のよる無電柱化の整備課題整備課題整備課題整備課題    

① 整備費用が高い 

電線共同溝方式による無電柱化の整備では、整備延長１ｋｍあたり５．３億円の費

用を要するとされており、多額の費用がかかります。（国土交通省調べ） 

区市町村道のような歩道が狭い又は歩道が無い道路においては、施工性の面から、

さらに多額の費用を要すことが予想され、財源確保やコスト縮減に向けた取り組み

が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.11 電線共同溝方式による無電柱化の費用負担 

 

 

 

電線共同溝方式による 

無電柱化整備延長１km あたり 

５．３億円における負担内訳 

（2014（平成 26）年度 

国土交通省調べ） 

（出典：国土交通省 HP） 

道路管理者負担

3.5億円/km

電線管理者負担

1.8億円/km
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② 整備期間の長期化 

電線共同溝方式による無電柱化の完了までには長い期間を要し、道路延長約

400m を整備するにあたり約７年間かかるとされています。 

区市町村道のような歩道が狭い又は歩道が無い道路では、既に埋設されている上

下水やガス管など、支障となる埋設物との調整や移設に時間がかかり、さらに整備期

間が長くなることが予想され、沿道の方々のご理解・ご協力を得ながら工期短縮に向

けた取り組みが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各イラスト出典：東京都ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ） 

図 2.12 電線共同溝方式による無電柱化の整備手順と整備期間 

 

 

 

 

①設計・手続き①設計・手続き①設計・手続き①設計・手続き    

【約２年】【約２年】【約２年】【約２年】    

②ガス・水道管などの移設②ガス・水道管などの移設②ガス・水道管などの移設②ガス・水道管などの移設    

【約【約【約【約１１１１年】年】年】年】    

③電線共同溝本体の工事③電線共同溝本体の工事③電線共同溝本体の工事③電線共同溝本体の工事    

【約【約【約【約２２２２年】年】年】年】    

【約【約【約【約１１１１年】年】年】年】    

⑤電線・電柱の撤去⑤電線・電柱の撤去⑤電線・電柱の撤去⑤電線・電柱の撤去    ／／／／    ⑥歩道の整備・舗装の復旧⑥歩道の整備・舗装の復旧⑥歩道の整備・舗装の復旧⑥歩道の整備・舗装の復旧    

【約【約【約【約１年１年１年１年】】】】    

完成までに約７年完成までに約７年完成までに約７年完成までに約７年    
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③ 地上機器設置に関する調整 

電線共同溝方式による無電柱化の整備では、電気事業者による道路の占用物とし

て、地上機器の設置が必要であり、一般には道路区域内の歩道上に設置されます。 

しかしながら、区市町村道のような歩道が狭い道路では、歩道内に地上機器を設置

することにより、歩行者の通行空間が十分確保できないものとなるため、公共用地や

民地などの道路区域外で設置可能な場所を確保する必要があり、地上機器設置に関

する調整が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （板橋区） 

   図 2.13 道路区域外での地上機器設置事例 

 

    また、地上機器の設置場所として沿道に公共用地や民地の確保が難しい場合は、

「ソフト地中化（柱上機器）」での整備も視野に入れた検討が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文京区） 

ソフト地中化とは・・・ 

地上機器を道路上に設置できない道

路（歩道が無い道路や歩道幅員 2.5ｍ

未満の道路等）において、変圧器等を

道路照明灯などの支柱上に配置する

地中化方式。柱上型機器は景観に配

慮するため小型のものを用いるが、

容量が小さいため地上機器に比べ設

置基数が増える傾向にあります。 

より景観に配慮したものとして、街

路灯一体型変圧器も開発中です。 

図 2.14 ソフト地中化（柱上機器）事例 
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（出典：東京都無電柱化計画（改定）） 

図 2.15 街路灯一体型変圧器 
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（（（（４４４４））））防災関連施設と無電柱化整備路線防災関連施設と無電柱化整備路線防災関連施設と無電柱化整備路線防災関連施設と無電柱化整備路線    

  小金井市地域防災計画（2020（令和 2）年 1 月）では、都市としての交通機能の

回復や歩行者の安全確保、発災時における火災の延焼防止、避難路、緊急道路障害物除

去路線の通行確保及び道路整備による沿線不燃化の促進を図るため、道路整備を推進

することとしています。 

  緊急道路障害物除去路線と防災拠点を結ぶ道路など道路ネットワークの整備による

安全確保を行い、交通機能の維持が図られるよう努めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.16 防災関連施設と無電柱化整備路線 
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１１１１．対象路線．対象路線．対象路線．対象路線    

（１（１（１（１）都市計画道路や再開発事業）都市計画道路や再開発事業）都市計画道路や再開発事業）都市計画道路や再開発事業等等等等で計画されている路線で計画されている路線で計画されている路線で計画されている路線    

都市計画道路の整備による道路の新設や、再開発事業や土地区画整理事業等により

道路の新設、拡幅整備が行われる際には、同時整備の観点から事業調整を行い、無電柱

化を実施します。 

 

（２（２（２（２）現道）現道）現道）現道    

無電柱化の必要性、整備効果の高い路線及び財源の確保が見込める道路について優

先的に整備するものとし、多様な整備手法により無電柱化を実施します。 

 

    

    

    

２２２２．．．．無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化によるによるによるによる整備効果整備効果整備効果整備効果    

（１）（１）（１）（１）都市防災機能の強化都市防災機能の強化都市防災機能の強化都市防災機能の強化    

都道と連携した防災ネットワークを構築し、災害時における安全な避難や救援活動

の円滑化を図る防災機能強化を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

第３章 無電柱化の推進に関する基本的な考え方 

    

大規模な地震時でも、安全大規模な地震時でも、安全大規模な地震時でも、安全大規模な地震時でも、安全なななな避難避難避難避難と円滑な救助活動が可能でと円滑な救助活動が可能でと円滑な救助活動が可能でと円滑な救助活動が可能で、ライフライン、ライフライン、ライフライン、ライフライン

が途絶えない、災害に強いまちづくりが途絶えない、災害に強いまちづくりが途絶えない、災害に強いまちづくりが途絶えない、災害に強いまちづくり 

基本方針１：基本方針１：基本方針１：基本方針１：都市防災機能の強化都市防災機能の強化都市防災機能の強化都市防災機能の強化    

図 3.1 都市防災機能の強化を図る整備効果イメージ 

 整備前 
 整備後 

（出典：東京都ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ） 
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（（（（２２２２））））安全で快適な歩行空間の確保安全で快適な歩行空間の確保安全で快適な歩行空間の確保安全で快適な歩行空間の確保    

重点整備地区におけるバリアフリー化が必要な道路や生活関連経路や人通りの多い

商店街、通学路等において、安全で快適な歩行空間の形成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

（（（（３３３３））））良好な都市景観の創出良好な都市景観の創出良好な都市景観の創出良好な都市景観の創出    

主要駅やみどりの拠点を中心に、周辺路線やアクセス路線において、無電柱化による

景観の質の向上を図り、景観に配慮した道路空間の形成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

車椅子にも車椅子にも車椅子にも車椅子にもやさしやさしやさしやさしいいいい、誰もが安全で快適に移動できるみちづくり、誰もが安全で快適に移動できるみちづくり、誰もが安全で快適に移動できるみちづくり、誰もが安全で快適に移動できるみちづくり 

基本方針２：基本方針２：基本方針２：基本方針２：安全で快適な歩行空間の確保安全で快適な歩行空間の確保安全で快適な歩行空間の確保安全で快適な歩行空間の確保    

 整備前 

 整備後 

図 3.2 安全で快適な歩行空間の確保を図る整備効果イメージ 

環境共生のまちにふさわしい市街地景観の質の向上環境共生のまちにふさわしい市街地景観の質の向上環境共生のまちにふさわしい市街地景観の質の向上環境共生のまちにふさわしい市街地景観の質の向上 

基本方針基本方針基本方針基本方針 3333：：：：良好な都市景観の創出良好な都市景観の創出良好な都市景観の創出良好な都市景観の創出    

 整備前  整備後 

図 3.3 良好な都市景観の創出を図る整備効果イメージ 

（出典：東京都ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ） 

（出典：東京都ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ） 
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３３３３．無電柱化の整備方針．無電柱化の整備方針．無電柱化の整備方針．無電柱化の整備方針    

無電柱化を推進するため、財源確保や効果的な整備促進を目的に、以下の整備方針にお

いて無電柱化事業を進めます。    

    

    

    

各路線における無電柱化の必要性や期待される整備効果、及び効果の早期発現等を総

合的に評価し、整備効果が期待される路線について優先的に整備を進めます。 

 

 

従来の電線共同溝方式による整備が困難な現道においては、電線管理者等と協働して、

公共用地や民地等を活用した手法や、新技術等を活用した電線共同溝整備を検討するな

ど、多様な手法により無電柱化の整備推進を図ります。 

 

 

道路工事調整会議等の関係者が集まる機会を活用し、早めの調整を行うなど、積極的

な調整を行い、他事業と連携した同時施工による無電柱化整備について検討していきま

す。 

 

 

東京都が区市町村道における無電柱化を推進するために新たに創設した『無電柱化チ

ャレンジ支援事業制度』（2023（令和 5）年度末まで認定期限延長）を有効に活用す

るとともに、無電柱化推進計画事業補助制度や「区市町村無電柱化事業に対する都費補

助制度」などの補助制度の活用により、無電柱化事業の財源確保を図り、無電柱化を推

進していきます。 

    

    

    

    

    

①整備効果の高い路線における集中的な整備の推進①整備効果の高い路線における集中的な整備の推進①整備効果の高い路線における集中的な整備の推進①整備効果の高い路線における集中的な整備の推進    

②②②②多様な多様な多様な多様な整備整備整備整備手法の活用手法の活用手法の活用手法の活用    

③③③③関係者間の連携強化関係者間の連携強化関係者間の連携強化関係者間の連携強化    

以上のように、本市においては、国や東京都の動

向を注視しつつ、電線管理者等との更なる連携、公

共施設管理者や市民の協力を得て、多様な整備手法

の活用について検討して、無電柱化を推進します。 

④④④④補助制度補助制度補助制度補助制度等の活用等の活用等の活用等の活用 
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１．現道１．現道１．現道１．現道における無電柱化における無電柱化における無電柱化における無電柱化推進推進推進推進計画計画計画計画    

（１）（１）（１）（１）優先的に整備を優先的に整備を優先的に整備を優先的に整備を検討検討検討検討する路線する路線する路線する路線    

無電柱化の推進に向けた基本的な考え方に基づき、整備効果の高い路線における集中

的な整備による効果的な推進を目的として、2019（平成 31）年 4 月の小金井市「無

電柱化推進計画」では優先的に整備を検討する路線の選定を行いました。 

2021（令和３）年度までに着手を目指す路線として市道第１３６号線（ムサコ通り）

と市道第１２号線（緑中央通り）の 2 路線を位置付けておりましたが、東京都無電柱化

チャレンジ支援事業の認定を受け、計画通り 2021（令和３）年度に着手しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.1 市道第 12号線（緑中央通り）整備イメージ 

第 4 章 無電柱化推進計画 

整備前 

整備後 
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（２）（２）（２）（２）優先優先優先優先的に整備を検討する的に整備を検討する的に整備を検討する的に整備を検討する路線路線路線路線の選定の選定の選定の選定    

優先的に整備を検討する路線については、基本的に前計画を継承しています。選定に

あたっては、本市が目指す無電柱化の整備効果を踏まえ、評価項目と評価指標を設定し、

無電柱化の必要性や路線としての重要性、沿道状況等の施工性及び補助制度の適用性等

も勘案した総合評価により行い、今後 10 年間で優先的に整備する路線として以下の 6

路線を選定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必
要
性
 

道路状況や交通状況等を踏まえ、無電柱化の必要性がある路線を選定 

（無電柱化計画候補路線の抽出） 

重
要
性
 

以下の評価指標に基づき、各候補路線について路線としての重要性を評価 

防 災 安 全 景 観 

� 公共交通拠点 

� 駅周辺の商店街 

� 通学路 

� 交通ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ基本構想 

� 公共交通拠点 

� 緑の拠点 

� 緊急道路障害物除去路線 

� 都市活動軸 

� 避難場所との接続道路 

� 防災関係機関周辺道路 

■■■■    市道第市道第市道第市道第１１１１号線（北大通り）号線（北大通り）号線（北大通り）号線（北大通り）    

■■■■    市道市道市道市道第第第第１３５１３５１３５１３５号線（号線（号線（号線（農工農工農工農工大通り）大通り）大通り）大通り）    

■■■■    市道市道市道市道第第第第８１５８１５８１５８１５号線号線号線号線（行（行（行（行幸通り）幸通り）幸通り）幸通り）    

■■■■    市道市道市道市道第第第第４５６４５６４５６４５６号線（号線（号線（号線（富富富富士見通り）士見通り）士見通り）士見通り）    

■■■■    市道市道市道市道第第第第７０７０７０７０、、、、７１９７１９７１９７１９号線号線号線号線（（（（ジャノメ通り）ジャノメ通り）ジャノメ通り）ジャノメ通り）    

■■■■    市道市道市道市道第第第第７８７７８７７８７７８７号線号線号線号線（中央（中央（中央（中央通り）通り）通り）通り）    

今後１０今後１０今後１０今後１０年間で年間で年間で年間で優先的優先的優先的優先的に整備する路線に整備する路線に整備する路線に整備する路線    

図 4.2 優先的に整備を検討する路線の選定 
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図 4.3 優先的に無電柱化を検討する路線図 
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（３）（３）（３）（３）優先的に整備を検討する路線優先的に整備を検討する路線優先的に整備を検討する路線優先的に整備を検討する路線のののの課題課題課題課題    

① 市道第 1号線（北大通り）・市道第 815号線（行幸通り） 

市道第 1号線（北大通り）【緊急道路障害物除去路線】及び市道第 815号線

（行幸通り）は両側に歩道が設置され、歩道幅員も電線共同溝整備に必要な 2.5

ｍ以上あるため、電線共同溝の整備は可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4 市道第 1 号線（北大通り）の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5 市道第 815 号線（行幸通り）の現況 

 

ただし、歩道内には既設地下埋設物が多く占用していることから、電線共同溝

の整備にあたっては占用物の支障移設が生じる路線となっています。 

加えて、両路線とも交通量の多い路線であることから、施工時間帯や施工方法

等を検討する必要があります。 

 

② その他路線（市道第 135号線・456号線・70号線・719号線・787号線） 

     その他４路線については、歩道が無い、または歩道幅員が 2.5ｍに満たない狭

あいな道路であるため、電線共同溝を整備するためには、道路上への地上機器の

設置が困難な状況です。このことから、道路外の公園や学校用地等の公共用地へ

地上機器を集約して設置することも考えられますが、公共用地が沿道になかった

り、あっても沿道から離れているなどの課題があります。 
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図 4.6 市道第 135 号線（農工大通り）の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.7 市道第 456 号線（富士見通り）の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.8 市道第 70、719 号線（ジャノメ通り）の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.9 市道第 787 号線（中央通り）の現況 



第 4 章 無電柱化推進計画 

- 25 - 

 

２．都市計画道路、２．都市計画道路、２．都市計画道路、２．都市計画道路、再開発事業再開発事業再開発事業再開発事業、土地区画整理事業、土地区画整理事業、土地区画整理事業、土地区画整理事業等で計画されている路線等で計画されている路線等で計画されている路線等で計画されている路線におけるにおけるにおけるにおける

無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化推進推進推進推進計画計画計画計画    

都市計画道路、再開発事業、土地区画整理事業等で計画されている路線については、事

業調整の上、無電柱化を進めます。 

また、第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業などに位置づけられる路線につい

ては、東京都と連携して、関係権利者等と協議の上、無電柱化に向けた調整を行います。 
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 無電柱化を一層推進するため、以下の無電柱化の推進に関する施策や取り組みを実施しま

す。 

 

１．無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策１．無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策１．無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策１．無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策    

本計画では無電柱化をさらに推進するため、以下の 3 つのポイントを基本に、本市の道

路環境等の実情を踏まえて、無電柱化の推進に向けた施策を検討します。 

 

 

    

    

    

①①①①    市が新たに整備する道路は無電柱化の整備を進め、市が新たに整備する道路は無電柱化の整備を進め、市が新たに整備する道路は無電柱化の整備を進め、市が新たに整備する道路は無電柱化の整備を進め、緊急緊急緊急緊急道路道路道路道路障害物障害物障害物障害物除去除去除去除去路線路線路線路線の電柱をの電柱をの電柱をの電柱を

抑制する抑制する抑制する抑制する    

東京都が新たに整備する道路については無電柱化を原則としていますが、市が新たに

整備する道路についても無電柱化を原則とします。 

また国及び都道府県は、防災の観点から進めてきた緊急輸送道路における新設電柱の

占用を制限する措置について示しています。本市が防災上重要と考える市道について、

新設電柱の抑制に向けた対応方策を今後検討していきます。 

 

②②②②    徹底したコスト縮減を推進し限られた予算で無電柱化実施延長を延ばす徹底したコスト縮減を推進し限られた予算で無電柱化実施延長を延ばす徹底したコスト縮減を推進し限られた予算で無電柱化実施延長を延ばす徹底したコスト縮減を推進し限られた予算で無電柱化実施延長を延ばす    

無電柱化整備の計画・設計・工事等の各段階において以下の取組を進めることでコス

ト縮減を目指します。 

 

1）多様な整備手法の活用 

     効率的に無電柱化を推進するために、様々な手法を比較検討し、対象路線の道路

状況、既設地下埋設物状況等に応じた最適な整備手法を検討することでコスト縮減

を図ります。 
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①①①①    市市市市が新たに整備する道路は無電柱化で整備を進め、緊急が新たに整備する道路は無電柱化で整備を進め、緊急が新たに整備する道路は無電柱化で整備を進め、緊急が新たに整備する道路は無電柱化で整備を進め、緊急道路障害物道路障害物道路障害物道路障害物除去除去除去除去路線路線路線路線の電柱を抑制するの電柱を抑制するの電柱を抑制するの電柱を抑制する    

②②②②    徹底したコスト縮減を推進し限られた予算で無電柱化実施延長を延ばす徹底したコスト縮減を推進し限られた予算で無電柱化実施延長を延ばす徹底したコスト縮減を推進し限られた予算で無電柱化実施延長を延ばす徹底したコスト縮減を推進し限られた予算で無電柱化実施延長を延ばす    

③③③③    事業の更なるスピードアップを図る事業の更なるスピードアップを図る事業の更なるスピードアップを図る事業の更なるスピードアップを図る    

図 5.1 電力管路材の仕様変更による低コスト化（イメージ） 

（出典：国土交通省） 
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2）低コスト手法の動向把握 

     国及び東京都で検討される低コスト手法に関する情報収集に努め、積極的な導

入の検討に取り組みます。また電線管理者等やメーカー等による特殊部や機器類

のコンパクト化に関する技術開発動向について、「新技術情報提供システム

（NETIS）」等の活用により、新技術の積極的な活用の検討に努めます。 

 

   3）更なるコスト縮減への取組 

     無電柱化にあたり、新材料等を積極的に活用し、引き続きコスト縮減に取り組む

とともに、電線管理者負担となる地上機器などの技術開発を促すことで電線共同

溝整備全体の更なるコスト縮減を進めていきます。 

  

（出典：東京都） 

図 5.2 特殊部のコンパクト化による低コスト化（イメージ） 

図 5.3 浅層埋設による低コスト化（イメージ） 

（出典：国土交通省） 

■管路部 

■特殊部 
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③③③③    事業の更なるスピードアップを図る事業の更なるスピードアップを図る事業の更なるスピードアップを図る事業の更なるスピードアップを図る            

   本市の路線における特徴として、地下埋設物が多く占用していることから、電線管理

者等が所有する管路やマンホール等（既存ストック）を電線共同溝の一部として活用す

ることにより、地下埋設物の輻輳や管路新設に伴う他の埋設物の支障移設を軽減する

ことができます。既存ストックを活用することにより、工期短縮やコスト縮減が図れる

ことから、電気・通信事業者と調整のうえ積極的に活用していきます。    

事業を進める中での低コスト手法や事業手法の選択、地上機器の設置場所等につい

て、効率的な整備を行えるよう十分な検討を行い、事業のスピードアップを図ります。 

  



第５章 無電柱化の推進に向けた施策等 

- 29 - 

 

２．施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項２．施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項２．施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項２．施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項    

（１）広報活動（１）広報活動（１）広報活動（１）広報活動等等等等    

無電柱化の重要性に関する市民の理解と関心を深めるため、無電柱化の実施状況、効

果等について、市報等を活用して周知するなど、無電柱化に関する広報等を積極的に行

い、無電柱化に対する市民のご協力が得られるように努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業に関する市報） 

図 5.4 本市における広報活動の事例 

 

（２）（２）（２）（２）無電柱化情報の共有無電柱化情報の共有無電柱化情報の共有無電柱化情報の共有    

国及び東京都と連携し、無電柱化に関する情報収集に努めるとともに、本市の取組に

ついて国や他の地方公共団体との共有を図ります。 

 

（（（（３３３３））））計画の進行管理計画の進行管理計画の進行管理計画の進行管理    

市道の無電柱化を着実に進めるため、事業の進捗状況を適切に管理するとともに、実

施状況及び上位計画や関連する計画の状況を踏まえて、計画の見直しの必要性等を検

討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.5 ＰＤＣＡサイクルによる計画の進行管理イメージ 
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用語解説用語解説用語解説用語解説 

 

 

か行
緊急道路障害物除去路線緊急道路障害物除去路線緊急道路障害物除去路線緊急道路障害物除去路線

避難・救護・救急対策等のための震災後初期の緊急輸送機能の回復

を図るために、道路上への落下倒壊物等により通行不可能となった道

路において、障害物除去や簡易な応急復旧作業を優先的に行う、あら

かじめ指定された路線のこと。

緊急輸送道路緊急輸送道路緊急輸送道路緊急輸送道路

災害発生直後から生じる緊急輸送を円滑に行うため、高速自動車国

道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路と、防災拠点を相互に連

絡する道路のこと。

さ行
再開発事業再開発事業再開発事業再開発事業

公共施設がないなどの都市機能の低下がみられる地域において、土

地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る事業のこと。

た行
電線共同溝方式以外電線共同溝方式以外電線共同溝方式以外電線共同溝方式以外 自治体管路方式自治体管路方式自治体管路方式自治体管路方式

地方公共団体が管路設備を敷

設する手法。構造は電線共同溝

とほぼ同じ管路方式が中心であ

り、管路等は道路占用物件とし

て地方公共団体が管理する。

単独地中化方式単独地中化方式単独地中化方式単独地中化方式

電線管理者が自らの費用で地

中化を行う手法。現在、実施さ

れている例は極めて少ない。

管路等は電線管理者が道路占

用物件として管理する。

要請者負担方式要請者負担方式要請者負担方式要請者負担方式

地方の無電柱化協議会で優先

度が低いとされた箇所等におい

て無電柱化を実施する場合に用

いる手法。原則、費用は全額要

請者が負担する。
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た行

電線類地中化以外電線類地中化以外電線類地中化以外電線類地中化以外 裏配線方式裏配線方式裏配線方式裏配線方式

無電柱化したい主要な通りの

裏通り等に電線類を配置し、主

要な通りの沿道の需要家への引

込みを裏通りから行い、主要な

通りを無電柱化する手法のこと。

軒下配線方式軒下配線方式軒下配線方式軒下配線方式

無電柱化したい通りの脇道に

電柱を配置し、そこから引き込

む電線を沿道家屋の軒下又は軒

先に配置する手法のこと。

電線管理者電線管理者電線管理者電線管理者

電力又は通信ケーブルを管理する事業者のこと。

（東京電力パワーグリッドやNTT等）

道路区域道路区域道路区域道路区域

道路法が適用される土地の範囲のこと。

都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路

都市計画と一体となって整備される道路のこと。

ま行
みどりの拠点みどりの拠点みどりの拠点みどりの拠点

大規模な都立公園と、大学を中心に災害時に広域避難場所や延焼防

止機能、地球温暖化の緩和や多様な生きものを育むみどりとしての役

割を担う。

無電柱化無電柱化無電柱化無電柱化

電線を地中に埋めることによる電線類地中化や電線を軒下等に配線

するなどにより、電柱をなくすこと。

無電柱化整備済み区間無電柱化整備済み区間無電柱化整備済み区間無電柱化整備済み区間

無電柱化整備が抜柱まで完了している区間のこと。

無電柱化率無電柱化率無電柱化率無電柱化率

道路の総延長と無電柱化された道路延長から、無電柱化整備がどの

くらい進んでいるのかを算出したもの。

土地土地土地土地区画整理事業区画整理事業区画整理事業区画整理事業 

土地区画整理法に基づき、都市計画区域内の土地で、公共施設の整

備改善や宅地の利用増進を図るために、土地の区画形質の変更と公共

施設の新設又は変更を行う事業です。 
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P
PDCAPDCAPDCAPDCAサイクルサイクルサイクルサイクル

Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の

頭文字。生産管理や品質管理などの管理業務を改善していくことを示

すサイクルのこと。
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関連する法律関連する法律関連する法律関連する法律 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律法律法律法律    説明説明説明説明    

電線共同溝の整備等に 

関する特別措置法 

電線共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定め、特

定の道路について、電線共同溝の整備等を行うことにより、当

該道路の構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保

と景観の整備を図ることを目的とした法律。 

 

東京都無電柱化推進 

条例 

無電柱化の施策を総合的、計画的かつ迅速に推進することを

目的とした条例。 

 

無電柱化の推進に 

関する法律 

災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等

を図るため、無電柱化又は電線（電柱によって支持されるもの

に限る。第十三条を除き、以下同じ。）の道路上における設置

を抑制し、及び道路上の電柱又は電線を撤去することをいう。

以下同じ。）の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共

団体の責務等を明らかにし、並びに無電柱化の推進に関する

計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、無電柱

化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進し、も

って公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の

健全な発展に資することを目的とした法律。 

 

（第８条 第 1 項） 

都道府県は、無電柱化推進計画を基本として、その都道府県の

区域における無電柱化の推進に関する施策についての計画を

定めるよう努めなければならない。 
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関連する制度や計画等関連する制度や計画等関連する制度や計画等関連する制度や計画等 

制度・計画等制度・計画等制度・計画等制度・計画等    説明説明説明説明    

区市町村無電柱化事業 

に対する都費補助制度 

2025（令和 7）年度までの期間、区市町村が行う無電柱化

事業に対して都が補助する制度。 

センター・コア・エリア内、主要駅周辺、主要観光地周辺の

路線を対象として、工事費、移設補償費等の国交付対象事業

費から国交付金及びその他収入を控除した額の 1/2 また

は、国交付対象事業費の 1/4 以内のいずれか少ない額を限

度として都が補助。 

また防災に寄与する路線を対象として、測量及び試験費の補

助対象事業費の 1/2、工事費、移設補償費等の国交付対象事

業費から国交付金及びその他収入を控除した額の全てを都が

補助する制度。 

 

小金井市地域防災計画 災害対策基本法第４２条の規定に基づき、小金井市防災会議

が作成する計画。この計画に基づき、市及び防災関係行政機関

などの公助の取り組みをはじめ、市民・事業者による自助・共

助の取り組みを推進し、地域の防災力を強化する。 

2020（令和 2）年 1 月に一部修正。 

 

小金井市都市計画 

マスタープラン 

都市計画法第１８条の２「市町村の都市計画に関する基本的

な方針」に基づく計画であるとともに、『個別の都市計画に関

する地域住民の理解を得るための手だて』『個別の都市計画相

互の調整』『今後の個別の都市計画の決定・変更の指針』の役

割を担う。 

2002（平成 14）年 3 月に策定され、2012（平成 24）年

3 月に見直しを行っている。2022（令和 4）年に改定予定。 

 

小金井市バリアフリー

のまちづくり基本構想 

小金井市における高齢者や障害のある人等の移動等環境のバ

リアフリー化を目的として策定。 
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制度・計画等制度・計画等制度・計画等制度・計画等 説明説明説明説明 

無電柱化推進計画事業 

補助 

「地方版無電柱化推進計画」に定めた目標の確実な達成を図

るため、同目標に係る地方公共団体による無電柱化の整備に

ついて、国が計画的かつ集中的に支援する個別補助制度。 

「地方版無電柱化推進計画」に位置づけられている無電柱化

事業、低コスト手法の活用や新技術・新工法の導入等の検討に

より低コスト化に取り組む事業等が対象。 

 

第５次小金井市 

基本構想 

・前期基本計画 

憲法に保障された地方自治の本旨にのっとり、市民のしあわ

せを増進することを目的に、2021（令和 3）年度から 2030

（令和 12）年度までを計画期間（前期は 2021（令和 3）年

度～2025（令和 7）年度の 5 年間）とする第５次小金井市

基本構想を策定。 

基本構想では、「みんなで幸せになるまちづくり」「みんなで

進めるまちづくり」「未来につなげるまちづくり」の３つをま

ちづくりの基本姿勢とするとともに、令和 3 年度における私

たちの住む小金井市の将来像を、「いかそうみどり 増やそう

笑顔 つなごう人の輪 小金井市」と定め、将来像を実現する

ために本市が取り組む施策を具体化・体系化した基本計画。 

 

無電柱化加速化 

戦略計画 

都道、臨港道路、区市町村道、まちづくりなどにおいて、島し

ょ地域の含め、無電柱化の取組を更に加速させ、安全安心で魅

力ある東京の実現を目指すため、「電柱を減らす」「これ以上

電柱を増やさない」「無電柱化の費用を減らす」の無電柱化 3

原則を定め、この原則に基づき、7 つの無電柱化加速化戦略

を策定。 

 

無電柱化チャレンジ 

   支援事業制度 

現道で無電柱化事業の整備実績がない区市町村や、原則、歩道

幅員が 2.5ｍ未満、又は歩道がない区間があるなど地上機器 

を設置することが困難な路線をチャレンジ路線とし、チャレ

ンジ路線の検討・事業に要する費用を補助する制度。 

2023（令和 5）年度末まで認定期限延長。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小金井市無電柱化推進計画【改定】 

２０２２（令和４）年４月 

小金井市 都市整備部 道路管理課 

TEL 042-387-9855 


